


 

 別紙  

 

令和 6年 1月 2日以降に所有権移転された資産証明書（評価・物件・公課） 

の発行場所について 

 

１ 本庁市民税課（3階 39 番窓口） 

    すべて対応 

 

２ 3 支所（真和志・首里・小禄支所） 

  ※ 個人所有のみ。それ以外は本庁市民税課にて対応 

 

個人 → 個人 ○ 

個人 → 個人（分筆・合筆等） × 

個人 ⇔  共有 ⇔ 共有 × 

 

 

 

国の標準仕様に準じたシステムへの移行に伴い、これまで各自治体が独自で発行

してきた証明書等について廃止や運用見直しが必要となります（証明書等の様式に

ついて全国統一されていく見込み） 

那覇市においても、各種証明発行等にかかる対応について検討している段階です。 

  最新の情報はホームページでお知らせしてまいります。 

   ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

問い合わせ先 

＜証明発行について＞ 

市民税課 法人・税務証明グループ  担当 國吉・宮脇・東恩納 

ＴＥＬ ０９８－８６２－９９０３  ＦＡＸ ０９８－８６２－４２５８ 

＜システム標準化について＞ 

資産税課 管理グループ       担当 仲間・平良・謝敷   

ＴＥＬ ０９８－８６２－５３２０  ＦＡＸ ０９８－８６１－１２９７ 


